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第１章 計画の策定にあたって 

Ⅰ 計画の目的 

この計画は、消防組織法等の関係法令に基づいた基本計画を示すことで、火

災や災害の発生に備えた消防体制を活用し、町民が「安全で安心して暮らせる

まち」を実現することを目的とします。 

Ⅱ 計画の基本方針 

急速に変化する社会情勢や、多様化・高度化する町民ニーズに的確に対応す

るため、消防力の強化を進めるとともに、消防が重点的に取り組むべきことにつ

いて「社会構造の変化を見据えた火災予防体制、消防、救急体制の充実強化を

推進すること」を本計画の基本方針と定めます。 

Ⅲ 計画の位置づけと計画期間 

この計画は、二宮町総合計画、二宮町国土強靭化地域計画、二宮町地域防災

計画及び二宮町国民保護計画に基づく、当消防本部の「組織等の計画及び消防

体制に関する最上位の計画」と位置付けます。 

本計画の対象期間は、二宮町総合計画の計画期間と合わせ、令和５年（２０２

３）年度から令和１４（２０３２）年度とします。 

 

連携

二宮町総合計画

二宮町各計画

〇二宮町地域防災計画

〇二宮町国民保護計画

〇二宮町消防計画

基本構想

○基本計画

○二宮町国土強靭化計画

○二宮町総合戦略

実施計画

整合・調和

〔二宮町消防計画の位置づけ〕 
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Ⅳ 消防計画の推進と修正 

この計画に基づき、必要な施策の実施を図り、計画を着実に推進していきま

す。また、法令の改正や社会経済情勢の変化などにより、必要があると認められ

るときは、検討を行い、消防計画の修正をおこないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

第２章 基本施策 

火災や災害から町民のくらしを守るため、「町民の防火意識の高揚」や「建物

の安全管理体制の充実」、「消防力の充実・強化」を図ります。 

また、町民の命を守るため、「消防と医療機関との連携を強化」し、「救急体制

の充実」を図ります。 

Ⅰ 身近な安全の確保 ～火災予防体制の充実～ 

一般住宅や事業所等などの火災の発生を未然に防ぎ、町民の生活の安全を

守るため、建物の予防査察活動の充実や安全管理体制の強化を図ります。 

また、火災原因を明らかにして、火災予防及び警防対策に役立てるため、火災

原因調査体制の強化を行います。 

さらに町民の防火意識の高揚、防火思想の普及啓発を図るために各種広報媒

体を活用して、火災予防広報を推進していきます。 

Ⅱ 消防活動体制の整備 ～消防力の充実～ 

近年の多様化・高度化する消防業務に対応するため、消防力の整備指針に基

づく、消防施設及び消防車両の適正な配置や、消防職団員の教育訓練の充実を

行い、災害対応力の向上を図ります。 

また、災害活動体制の強化のため、消防庁舎の安全性の確保や消防水利等の

整備等を行います。 

Ⅲ 救急体制の強化・充実 ～救急需要対策と高度な救急体制の整備～ 

救急需要の増加に対応できる高度かつ効率的な救急体制を確保するため、傷

病者の症状に応じた迅速な搬送、救急資機材の整備を推進していきます。 

また、救急体制の強化のため、救急隊員の教育をはじめとしたメディカルコン

トロール体制の充実を図ります。 

さらに、応急手当の知識と技術を有する町民を育成するための講習会を開催

し、救急車両の適正利用について理解を求める広報活動を充実していきます。 
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第３章 実施計画 

消防計画は、市町村の消防計画の基準（昭和 41年消防庁告示第１号）の各項

目に基づいた内容とする。 

１ 組織計画  

組織計画は、水火災及び地震等の災害を防除することにより、災害による被

害を軽減するため、消防機関の事務機構と部隊編成等について定める。 

２ 消防力の整備計画 

消防力の整備計画は、「消防訓練礼式（昭和 40年消防庁告示第１号）」「消防

力の整備指針（消防力の基準（昭和 36年消防庁告示第２号））」及び「消防水利

の基準（昭和 39年消防庁告示第７号）」等に基づき、消防力の現勢を把握する

ことで、将来の社会構造の変化に適切に対応し、消防力の増強、更新及び設備点

検等について定める。 

３ 調査計画  

調査計画は、水火災及び地震等の発生時、的確に活動を行うため、消防地水

利及び災害危険区域等の警防調査について定める。 

４ 教育訓練計画 

教育訓練計画は、社会の急速な進展に伴う、消防環境の変遷に対応し、安全

確実な消防活動が遂行できるよう、消防職団員が消防に係る知識、技能を効果

的かつ効率的に習得するため、教育及び訓練について定める。 

５ 災害予防計画 

災害予防計画は、災害による被害の発生を未然に防止し、あるいは軽減する

ため、火災予防査察、火災及び風水害の予防指導、火災予防に関する広報活動

等について定める。 

６ 警報発令伝達計画 

警報発令伝達計画は、異常気象時における災害を未然に防止するため、火災

警報等の発令、解除、伝達及び周知方法について定める。 
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７ 情報計画 

情報計画は、適切な消防活動を実施するため、各種災害情報を迅速かつ正確

に把握するとともに、関係機関への報告及び通報等の体制について定める。 

８ 火災警防計画 

火災警防計画は、火災を警戒し、鎮圧するため、消防職団員の招集、出動、警

戒、通信及び火災防ぎょ等について定める。 

９ 風水害等警防計画 

風水害等警防計画は、風水害等を警戒し、及び防ぎょするため、消防職団員の

招集、出動及び警戒体制等を定める。 

10 避難計画 

避難計画は、町民の生命、身体を災害から保護するため、避難勧告及び避難

指示（緊急）の周知並びに誘導等について定める。 

11 救急救助計画 

救急救助計画は、災害により発生した傷病者等を救助し、適切な処置を施し、

的確な医療機関等へ迅速に搬送するため、消防職団員の招集、出動、通信及び

医療機関との協力体制等について定める。 

12 応援協力計画 

応援協力計画は、火災などをはじめ、大規模災害や特殊災害に対応するため、

市町村相互及び関係機関等との応援協定の締結や応援及び受援等について定

める。 
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実施計画と関連する例規等  

１ 組織計画 〇二宮町消防本部及び消防署の設置等に関する条

例 

〇二宮町消防長及び消防署長の資格を定める条例 

〇二宮町消防本部組織規則 

〇二宮町消防署の組織に関する規程 

〇二宮町消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制

に関する規則 

〇二宮町消防職員の勤務時間等に関する規則 

〇二宮町消防職員服務規程 

〇二宮町警防規程 

〇二宮町消防団設置に関する条例 

〇二宮町消防団の組織等に関する規則 

〇二宮町消防団員の任免、給与、定員、服務等に関

する条例 

○職員採用規程 

２ 消防力の整備計画 ○二宮町消防本部組織規則 

〇二宮町消防署の組織に関する規程 

〇二宮町消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制

に関する規則 

〇二宮町消防吏員服装規程 

〇二宮町消防吏員の被服等貸与に関する規程 

〇二宮町消防職員服務規程 

〇二宮町警防規程 

○二宮町消防団の組織等に関する規則 

○二宮町消防団員の任免、給与、定員、服務等に関

する条例 

○二宮町消防団員服務規則 

〇二宮町救急業務実施規則 

〇二宮町救急業務実施規程 

〇二宮町職員定数条例 

〇職員採用規程 

〇二宮町職員安全衛生管理規程 

○平塚市、大磯町及び二宮町における消防指令業務
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の共同運用等に関する合意書 

○消防年報 

３ 調査計画 〇二宮町警防規程 

４ 教育訓練計画 〇二宮町消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制

に関する規則 

○二宮町消防職員服務規程 

〇二宮町警防規程 

○二宮町消防団の組織等に関する規則 

○二宮町消防団員服務規則 

○二宮町救急業務実施規程 

〇二宮町職員安全衛生管理規程 

５ 災害予防計画 ○二宮町消防本部組織規則 

〇二宮町警防規程 

〇二宮町火災予防条例 

〇二宮町火災予防規則 

〇二宮町火災予防査察規程 

○二宮町火災調査規程 

〇二宮町危険物規制規則 

６ 警報発令伝達計画 〇二宮町警防規程 

○二宮町火災警報規則 

７ 情報計画 〇二宮町警防規程 

○二宮町火災調査規程 

○二宮町救急業務実施規程 

８ 火災警防計画 〇二宮町警防規程 

〇二宮町火災警報規則 

○二宮町消防団員服務規則 

９ 風水害等警防計画 〇二宮町警防規程 

○二宮町消防団員服務規則 

10 避難計画 〇二宮町警防規程 

11 救急救助計画 〇二宮町警防規程 

○二宮町救急業務実施規則 

○二宮町救急業務実施規程 

○救急医師報償金支給規程 

12 応援協力計画 〇二宮町警防規程 

 


